
調整控除

寄附金税額控除

寄附金特例控除

ワンストップ特例控除

市民税 府民税

ひと

り親 寄附金控除（ふるさと納税も含む）を

確認したい場合、「寄附金税額控除」をご

覧ください。

※「寄附金特例控除」および「ワンストップ特例控除」

は「寄附金税額控除」の内訳です。

なお、内訳を足し合わせても「寄附金税額控除」と

一致はしませんのでご了承ください。

（通知書内に寄附金基本控除の記載がないため）
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★所得割額 ＝★税額控除前所得割 －★調整控除 －★寄附金税額控除

※実際の通知書には★は記載されていません

（画像例の場合）

市民税：★33,500＝ ★45,000 － ★1,500 － ★10,000

府民税：★22,400 = ★30,000 － ★1,000 － ★6,600


